
JP 4945461 B2 2012.6.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルミ系凝集剤と凝集補助剤として活性シリカとを用いて原水を凝集処理し、沈殿池で重
力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除去し、ろ過池で前記沈殿池を越流
した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法において、前記ろ過池の水位上昇
速度が予め定めた値以下となるように、前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカの質
量比が、予め定めた値になる前記アルミ系凝集剤の注入率と前記活性シリカの注入率で、
凝集処理を行うことを特徴とする凝集剤の注入方法。
【請求項２】
前記活性シリカは、前記アルミ系凝集剤を注入した後に注入することを特徴とする請求項
1記載の凝集剤の注入方法。
【請求項３】
前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカとの前記質量比は、０．０５を超えないよう
にすることを特徴とする請求項1又は２記載の凝集剤の注入方法。
【請求項４】
攪拌機を備えた槽に収容した原水にアルミ系凝集剤を注入・攪拌し、該注入・攪拌した原
水を前記槽と異なる攪拌機を備えた槽に導入し、該注入・攪拌した原水に活性シリカを注
入・攪拌することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の凝集剤の注入方法。
【請求項５】
原水が、濁度が２５度以下の河川水又は湖沼水の表流水であることを特徴とする請求項１
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～４のいずれかに記載の凝集剤の注入方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、沈殿池及びろ過池を備える水処理装置を用いた浄水処理における凝集剤の注
入方法に関する。とくに、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるようにア
ルミ系凝集剤及び活性シリカの注入量を調整することを特徴とする凝集剤の注入方法に関
する。また、濁度が低い河川水又は湖沼水の表流水を原水とする浄水処理において、前記
ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるようにアルミ系凝集剤及び活性シリカの
注入量を調整することを特徴とする凝集剤の注入方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、沈殿池で重力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除去し、ろ過池で
前記沈殿池を越流した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法が知られている
。
　図２は、その浄水処理における凝集沈殿ろ過処理過程の一例を示した概念図である。図
２において、凝集沈殿ろ過処理は、原水３１に凝集剤３２を添加し微小フロックを生成さ
せる急速混和池３３と、生成した微小フロックを成長させルフロック形成池３４と、成長
フロックを重力沈降作用により沈殿除去する沈殿池３５、および、沈殿池３５で未凝集体
または微小フロックを除去するろ過池３６により行われる。
【０００３】
　この中で、原水中の懸濁物質を集塊させるために用いる凝集剤において、国内の浄水処
理でもっとも使用される凝集剤はアルミ系の凝集剤である。ここで、アルミ系凝集剤の注
入率は、通常、以下の方法により決定されている。
原水濁度に対応したアルミ系凝集剤の注入比例制御。
ビーカー等を用いた回分（ジャーテスト）試験結果から決定。
フロックの大きさ、電気的中和点（流動電流値）から注入率を決定（特許文献１、２）。
【０００４】
　一方、アルミ系凝集剤単独使用では凝集沈殿工程、砂ろ過工程の固形分離速度が小さい
という指摘があり、その点を解決するために、アルミ系凝集剤に凝集助剤を併用する 考
えがある。例えば特許文献３では、凝集助剤としてゲル化なく製造できた活性シリカを凝
集助剤として用いる技術が知られていると記載する。
　特許文献３では、さらに、その活性シリカを凝集助剤として用いても、期待したほどの
大きなフロックを形成できないと記載し、アルミ系凝集剤に活性シリカを凝集助剤として
用い、凝集沈殿工程、砂ろ過工程の固形分離速度が小さいことを示唆する。そこで、特許
文献３では、アルミ系凝集剤と活性シリカを凝集助剤とするときの問題点を解決する手段
として、アルミ系凝集剤を原水に添加した後に、凝集助剤としての重合シリカとα澱粉共
存水溶液を添加する技術を記載する。この技術により、確かに沈殿槽での沈殿速度が速く
なるなど凝集効果が改善されるが、何しろ、有機物であるα澱粉を積極的に原水に共存さ
せることは、原水の汚濁化に繋がることになり、望ましいことではなく、更なる技術の開
発が望まれている。
【０００５】
　一般に、アルミ系凝集剤は、原水の低濁が例えば２５度以下のように低濁の原水のとき
には、凝集能力が低下する傾向があり、凝集処理が非常に難しくなるので、この点からで
も新たな技術開発が求められている。さらに、原水が低濁であり、かつ、低水温時（原水
水温5℃以下）のときには、アルミ系凝集剤は凝集能力が低下し、凝集処理が非常に難し
くなるので、この点からでも新たな技術開発が求められている。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２０４４１２号公報
【特許文献２】特開２００１－３２７８０６号公報
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【特許文献３】特開２００１－４７０６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであり、その目的
は、アルミ系凝集剤を用い、有機物などを共存させずに、原水の沈殿槽での凝集効果を高
めるための新しい技術を提供することにある。また、原水の沈殿槽での凝集効果を高める
ためのアルミ系凝集剤と活性シリカを併用した適正な注入法について提供することにある
。さらには、例えば濁度が２５度以下のように低濁の原水でも、アルミ系凝集剤と活性シ
リカを併用する場合に、凝集沈澱性を維持し、かつ、ろ過池機能を低下させることなく、
良好な処理水を安定して得るための凝集剤注入方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明は以下の方法を用いる。
　第一に、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように、前記アルミ系凝
集剤と前記アルミ系凝集剤とを注入量を調整する。
第二に、前記活性シリカは、前記アルミ系凝集剤を注入した後に注入する。第三に、前記
アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカとの前記質量比は、０．０５を超えないようにす
る。
　このように、工夫することにより、意外にも前記課題を解決することができた。
【０００９】
　すなわち、請求項１の発明は、アルミ系凝集剤と凝集補助剤として活性シリカとを用い
て原水を凝集処理し、沈殿池で重力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除
去し、ろ過池で前記沈殿池を越流した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法
において、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように、前記アルミ系凝
集剤に対する前記活性シリカの質量比（活性シリカ／アルミ系凝集剤）が、予め定めた値
になる前記アルミ系凝集剤の注入率と前記活性シリカの注入率で、凝集処理を行うことを
特徴とする。ここで、ろ過池の水位上昇速度を予め定められた値以下とするには、例えば
ろ過池への原水の導入量を定量にし、原水に注入するアルミ系凝集剤と活性シリカの質量
比を変動させて、ろ過池の水位上昇速度を予め定められた値以下とすることができる。前
記予め定められた値は原水の性状や処理量、処理温度などの処理条件などにより変動する
ので一概に規定することができない。また、ろ過池のろ過速度が、比較的高速であると目
詰まりは速いことになりがちであるので、ろ過速度にも変動する。一般的な砂ろ過池の逆
洗間隔は、凝集・沈殿処理が良好な場合に、２日（４８時間）程度とするのが通常である
。そして、水位が上昇して、通常の逆洗間隔の期間より早く、所定の水位位置に達したと
き、異常状態として、ろ過池逆洗洗浄を行うように、所定位置に設定しておく。　　ろ過
池の水位上昇の程度は、定常時と変わらず、安定していれば、前段処理が良好な状態にあ
ることを示しており、常時に比べて水位上昇速度が上がれば目詰まりが進行したことにな
るので、水位上昇速度の変化が目詰まり指標になる。
　前記アルミ系凝集剤はアルミニウム原子を含む凝集剤を意味し、その代表例としてはポ
リ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）、硫酸アルミニウム（硫酸バンド）などが挙げられる。活
性シリカは水処理技術の分野では凝集助剤として知られている。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記活性シリカは、前記アルミ系凝集剤
を注入した後に注入することを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項１又は２の発明において、前記アルミ系凝集剤に対する前記
活性シリカとの前記質量比は、０．０５を超えないようにすることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれかの発明において、攪拌機を備えた槽に収容
した原水にアルミ系凝集剤を注入・攪拌し、該注入・攪拌した原水を前記槽と異なる攪拌
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機を備えた槽に導入し、該注入・攪拌した原水に活性シリカを注入・攪拌することを特徴
とする。
　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれかの発明において、原水が、濁度が２５度以
下の河川水又は湖沼水の表流水であることを特徴とする。この濁度の測定法はすでに知ら
れている測定法を採用すればよい。なお、ここでの表流水は、例えば降雨などにより発生
する水の流れやたまりを意味し、代表例としては河川水や湖沼水が挙げられる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、アルミ系凝集剤と凝集補助剤である活性シリカを併用し、有機物などの
第三成分が共存しなくとも、良好な凝集沈澱性を維持し、かつ、ろ過池機能を低下させる
ことなく、良好な処理水を安定して得ることができるようになった。とくに、従来から指
摘されていた、凝集処理が困難な低濁（濁度が２５度以下）の原水に対しても、良好な凝
集沈澱性を維持し、かつ、ろ過池機能を低下させることなく、良好な処理水を安定して得
ることができるようになった。さらに凝集処理が非常に困難な低濁・低水温の原水に対し
ても、良好な凝集沈澱性を維持し、かつ、ろ過池機能を低下させることなく、良好な処理
水を安定して得ることができるようになった。　また、本発明により、ろ過池の水位上昇
の程度を改善することができるし、さらには、ろ過閉塞進行の程度を改善することができ
るので、装置の稼働率を向上させることができるなど、効率的な原水処理が可能な処理施
設となる。
【発明の実施の形態】
【００１３】
　以下、本発明の膜ろ過装置の構成について説明する。なお、本発明はこの発明の実施の
形態によって何ら制限されるものではない。
　図１は、本発明の方法が適用される浄水処理を示すプロセス断面概念図である。
図１の浄水処理プロセスは、第1混和槽１、第2混和槽２、フロック形成池３、沈殿池４、
ろ過池５から構成される。
アルミ系凝集剤６は第1混和槽１で注入し、活性シリカ７は第2混和槽２で注入する。
【００１４】
　本発明では、前記順序でアルミ系凝集剤及び活性シリカを注入することが好ましい。そ
の理由は次のような理由に基づくと推測される。
　すなわち、凝集初期の反応は大きく２段階の反応から成ると考えられ、第1が集塊対象
である濁質粒子の表面電荷（マイナス）を中和する、第2が吸着・架橋作用による微フロ
ック生成と成長開始である。ここで、アルミ系凝集剤は、水中に添加直後にアルミニウム
イオン（Al3+）や多価の錯体の形態で存在するため、電気的な中和能力に優れると考えら
れる。一方、活性シリカ（コロイド状重合ケイ酸）は、コロイド的な性質上強い吸着力を
持ち、また、高分子化されたものであるから広い表面積を持つので、架橋能力に優れると
考えられる。
【００１５】
　本発明では、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように凝集処理し、
前記アルミ系凝集剤の注入率と前記アルミ系凝集剤の注入率を予め定めた値になるように
することが好ましい。
　本発明では、アルミ系凝集剤６の注入率は、原水の濁度に比例しており、水処理装置の
特性、原水の処理量、目標とする沈殿処理水濁度、原水を処理する季節等により変動し、
経験的に定められ、注入するアルミ系凝集剤の量から算出することができる。例えば下記
（１）式に示したような原水濁度に比例して決定する方法を用いれば良い。なお、この（
１）式の中でａ、ｂは、各浄水場の上水要件や季節変動などを考慮して経験的に決められ
る定数である。ここで。前記上水要件とは、プラント特性（構造、構成等で決定される凝
集・沈降処理能力）、処理水量、目標とする沈殿処理水濁度等をいう。
アルミ系凝集剤注入率＝ａ×（原水濁度）1/2＋ｂ　　・・・（１）
次に、アルミ系凝集剤を注入した後に、例えば第2混和槽で注入される活性シリカ７の注
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入率は、アルミ系凝集剤６の注入率に対して０．０２５～０．０５（質量比）となるよう
に注入する。さらにその活性シリカ７の注入率を一定比率で注入することが好ましい。こ
の数値は本発明者らの多くの実験結果から得たものである。なお、活性シリカの注入率も
上記アルミ系凝集剤注入率と同様に定義される。
【実施例】
【００１６】
　　以下、本発明を実施例に基づいて説明する。なお、本発明はこの実施例によって何ら
制限されるものではない。
（実施例１～３及び比較例１～２）
図１に示す浄水処理を示すプロセス断面図の水処理装置を用いて、表１記載集剤及びろ過
池水位上昇を測定した。なお、原水は平均濁度が２２ｍｇ／Ｌ、平均水温５．２℃、水源
は河川表流水、原水処理量は２４０，０００ｍ３／日、ろ過速度は１２０ｍ３／日、アル
ミ系凝集剤はポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）である。
　測定結果を表１に示した。
表1.原水（冬期）処理におけるシリカ/ＰＡＣ比を変えた時の処理結果

【００１７】
　図２は、水源：河川表流水、原水濁度：0.7mg/L、PAC注入率：20mg/Lの条件下で処理さ
れた凝集水に対し、表２に示す膜ろ過条件で所定時間の膜ろ過処理を行った時の膜ろ過逆
洗排水の時間と濁度の関係を示したものである。

表２．膜ろ過条件

【００１８】
　表１から次のことが分かる。沈澱水濁度はPAC注入率が高いほど低くなり、ろ過池水位
上昇（ろ過池閉塞状態を表わす指標）は活性シリカ／ＰＡＣが０．０２５～０．０５（質
量比）とすると良結果となった。
【００１９】
　（実施例４～５及び比較例３～４）
実施例１～３と同じ水処理装置を用いて、表３記載の凝集剤及び活性シリカを原水に注入
し、浄水処理した。その沈殿水濁度及びろ過池水位上昇を測定した。なお、原水は平均濁
度が２５ｍｇ／Ｌ、平均水温２３．４℃、水源は河川表流水、原水処理量は２４０，００
０ｍ３／日、ろ過速度は１２０ｍ３／日、アルミ系凝集剤はポリ塩化アルミニウム（ＰＡ
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【００２０】
　表３.原水（夏期）処理におけるシリカ/ＰＡＣ比を変えた時の処理結果

【００２１】
表３から次のことが分かる。沈澱水濁度はPAC注入率が高いほど低くなり、ろ過池水位上
昇は活性シリカ／ＰＡＣが０．０２５～０．０５（質量比）とすると良結果となった。
【００２２】
　なお、本発明を次のように記載することができる。
　アルミ系凝集剤と凝集補助剤として活性シリカとを用いて原水を凝集処理し、沈殿池で
重力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除去し、ろ過池で前記沈殿池を越
流した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法において、
前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカの質量比が予め定めた値になるように前記ア
ルミ系凝集剤と前記アルミ系凝集剤とを注入し、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた
値以下となるように凝集処理を行うことを特徴とする凝集剤の注入方法。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の方法が適用される凝集・沈殿・ろ過処理プロセスの断面概念図である。
【図２】浄水場の凝集・沈殿・ろ過処理過程を示す概念図である。
【符号の説明】
【００２４】
１　第1混和槽
２　第2混和槽
３　フロック形成池
４　沈澱池
５　ろ過池
６　アルミ系凝集剤
７　活性シリカ
３１　原水
３２　凝集剤
３３　急速混和池
３４　フロック形成池
３５　沈澱池
３６　ろ過池
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